
0/1に事業開始できなかった場合、その期間分は金庫負担で消
費者還元すべきか。 

青梅信用金庫は 
デビットカードサービス 
（Ｊ－Ｄｅｂｉｔ）における 
キャッシュレス・消費者還元事業に参画
しています

キャッシュレス ・消費者還元事業
消費者向け窓口 

（キャッシュレス・消費者還元事業費補助金事務局運営）

【実施期間】 
2019年10月1日（火）～2020年6月30日（火） 

お問い合わせはこちらへ 

TEL：０１２０―０１０９７５
【受付時間】10：00から18：00まで （土日祝日除く） 

  青梅信用金庫 コールセンター

TEL：０１２０―６０―１１３０ 
  【受付時間】９：００から１７：００まで （土日祝日除く） 

2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要
平準化対策として、キャッシュレス対応による生
産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、
消費税率引上げ後の9カ月間に限り、 中小・小
規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポ
イント還元を支援する事業です。詳しくは運営主
体であるキャッシュレス・消費者還元事業費補助
金事務局のホームページをご確認ください。 

デビットカード取引規定 【特則】 

平成３１年度政府予算に基づいて施行された
「キャッシュレス・消費者還元事業」に基づき、当
信用金庫が、キャッシュレス決済事業者として、
「デビットカード取引規定」に定義される「デビット
カード取引」を行う利用者（一般消費者に限りま
す。）に対して消費者還元を実施する場合には、
「デビットカード取引規定」の特則として、「キャッ
シュレス決済事業者が実施する消費者還元に関
する規定」が適用されます。 

または 

キャッシュレス・消費者還元制度について

 デビットカードサービス 
（Ｊ－Ｄｅｂｉｔ）における 

キャッシュレス・消費者還元について

青梅信用金庫（東京都青梅市勝沼３－６５、理事長：平岡治房）は、 
デビットカードサービス （Ｊ－Ｄｅｂｉｔ）におけるキャッシュレス・消費者還元
事業者のＡ型決済事業者※１として登録が完了しました。 
つきましては、対象のＪ－Ｄｅｂｉｔ加盟店※２で当金庫のデビットカードを利用
して決済をされたお客様に５％の還元を実施いたします（一部フランチャイ
ズ店舗は２％の還元となります）。  

＜１．対象となる決済サービスについて＞ 

〇対象サービスおよび入手方法 
個人の普通預金（総合口座普通預金を含む）等のキャッシュカード

に付帯しております「J-Debit」となります。 
※本決済サービス（J-Debit）の利用にあたっては、入会費用・年会 

 費は無料です。 
〇対応している券面 
当金庫で発行しているキャッシュカードとなります。 

＜２．消費者還元の方法について＞ 

①還元のタイミング
1ヵ月毎にポイント相当額をとりまとめ、お取引のあった月の翌々

月中までに還元いたします。 
 （例）１０月にJ-Debitを利用され、引落しが完了した場合、１２月中
には還元いたします。 

②還元の手法および還元先
利用金額に応じたポイント（ポイントの詳細については３．をご確認

ください）をお客様に付与し、当該ポイント相当額をお客様の口座へ
入金することとします。 

③還元の上限額
月に15,000円を上限とします。

④還元に係るその他の制約

「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規
定」第4条1項に掲げる不当な取引ではないことおよびポイント還元
時点で当金庫に口座が存在することが必要です。 

⑤還元の確認方法

通帳摘要欄に本事業のポイント還元による入金であることを以下
のとおり明示します。 

 明示方法（１０月に該当取引を行った場合の例）：振込依頼人名と
して「ＪＤ１０ガツシヨウヒシヤ」とします。 

＜３．付与されるポイントについて＞ 
①有効期限
J-Debitの取引日から口座への入金実施までとなっております。

②交換の可否
他のポイントへの交換はできません。還元時に１ポイントを１円とし

て自動的に交換します。 
③今後の決済利用が見込めなくなった際のポイント等の取扱い
ポイント還元時に当金庫の口座を解約している場合にはポイント

還元を実施しませんので、取扱いには十分ご留意ください。 

 

※１ 消費者還元を実施する事業者を指します。
※２ 本事業対象外の店舗、お取引があります。ご利用時に店舗でご確認ください。

本掲載文案は、ＰＤＦ化し、
信用金庫のホームページ
に掲載することを前提に
作成しております。

信用金庫の中には、特設
ＷＥＢページを作成し、顧
客周知を図るところもあろ
うかと存じますが、その場
合には、本掲載文案を参
考にＷＥＢページをご作成
いただきますよう、お願い
申し上げます。

策定いただいた「キャッシュレス

決済事業者が実施する消費者還
元に関する規定」をリンク設定し
てください（同規定を特則として
定める場合を想定しています。）。

また、併せて、デビットカード取引
規定もリンク設定することが考え
られますので、任意でご対応くだ
さい。

キャッシュレス・消費者還元
事業費補助金事務局のホー
ムページＵＲＬをリンク設定
しております。

【Ｊ-Ｄｅｂｉｔおよびキャッシュレス・消費

者還元事業のロゴデータの利用にか
かる注意事項】

ご利用にあたり、縦横の比率は変更
不可、最小使用サイズが決まっており
ます。基本的には加工等せずそのま
まご利用ください。

詳細は、以下ＵＲＬ掲載のロゴデータ
のマニュアルでご確認ください。
・日本電子決済推進機構ホームペー

ジ
「https://debitcard.gr.jp/member/logo/
index.html」
・キャッシュレス・消費者還元事業費補
助金事務局ホームページ
「 https://doc.cashless.go.jp/ 」
※A型決済事業者申請様式などアップ

ロードされているページ内にマニュア
ルが掲載されています。

こちらの線は、ロゴデータを並べる場
合には必ず付ける必要があります
（キャッシュレス・消費者還元事業のロ
ゴデータのマニュアル参照）。

赤色のアンダーラインの
部分について、各信用金
庫にてご記入いただき（記
載内容も自金庫の実情に
合っているかご確認くださ
い。例えば、本掲載文案
は、Ｊ－Ｄｅｂｉｔはキャッシュ
カードに自動付帯を前提と
しています。）、ＰＤＦ化の
うえ、ホームページにご掲
載ください（ＰＤＦ化を行う
前に注釈および注釈の矢
印の削除をお願いいたし
ます）。

しんちゃんの画像については、自金庫
のオリジナルキャラに差し替えるなど
していただいて問題ありません。

（８月３０日変更にかかる注釈２）

―変更前―

①還元のタイミング
引落しが行われた日が属する月

の月末日から２か月以内
（例）１０月にJ-Debitを利用され、

引落しが完了した場合、１２月末ま
でに還元いたします。

―変更後―

①還元のタイミング
1ヵ月毎にポイント相当額をとりま

とめ、お取引のあった月の翌々月
中までに還元いたします。
（例）１０月にJ-Debitを利用され、

引落しが完了した場合、１２月中に
は還元いたします。

（８月３０日変更にかかる注釈３）

口座（キャッシュカード）は有しているが、J-
Debitは退会できる場合、以下のようにカッコ書
き（アンダーラインを付している箇所）を追加くだ
さい。ただし、キャッシュカードとJ-Debitが不可
分一体の場合には（ J-Debit のみを退会するこ
とができない）、カッコ書きの記載は追加不要で
す。

－追加案（該当する場合）－
＜３．付与されるポイントについて＞

③今後の決済利用が見込めなくなった際の
ポイント等の取扱い
ポイント還元時に当金庫の口座を解約してい

る場合（口座はあってもJ-Debitは退会されてい
る場合も含む）・・・

（８月３０日変更にかかる注釈１）

―変更前―
（新設）

―変更後―
〇対応している券面
当金庫で発行しているキャッシュ

カードとなります。

https://cashless.go.jp/consumer/index.html
http://aosyn.xsrv.jp/content/files/news/file01.pdf

